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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供

廃止日
最終更新日

作成された行政機関
等匿名加工情報に関
する提案をすることが
できる期間

ー

備考 ー

保有開始日 平成15年5月1日

募集しない
ー

行政機関等匿名加工
情報の概要

ー

作成された行政機関
等匿名加工情報に関
する提案を受ける組
織の名称及び所在地

ー

部　署 農業委員会　農業委員会事務局　農業委員会事務局

管理番号 100505001
個人情報ファイルの 農地等基本台帳システム

個人情報ファイルの
利用目的

記録項目 １．氏名又は名称　２．住所　３．生年月日　４．農地の所在地番　５．地目　６．面積　７．農地の地上権、永小作権、
質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあって
は、これらの権利の種類、存続期間及び賃貸借等の額、農業振興地域、農業振興地域農用地、農地転用許可、届
出等の有無

農地の農業上の利用の増進、農地の利用関係の調整及び農業委員会の所掌事務を的確に行うため

記録範囲 農地の所有者及びその世帯員、農地の地上権、永小作権、質権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を
有するもの。　　　　　農業振興地域該当、農業振興地域農用地該当、農地転用許可、届出等の履歴。

記録情報の収集方法 本人、農地法の規定による申請又は届出、農業委員会による農地に関する情報の収集

要配慮個人情報（・条 含まない
記録情報の経常的提
供先

開示請求等を受理す
る組織の名称及び所
在地

無

瑞穂市農業委員会　瑞穂市宮田３００番地２

訂正及び利用停止に
関する他の法令の規
定による特別の手続
等

個人情報ファイルの 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

ー

行政機関等匿名加工
情報の提案を受ける
組織の名称及び所在
地

政令第21条第7項に 有
行政機関等匿名加工

68／68


